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「航空運賃の還付」早めの請求をお願いします！
〜 沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業の請求期限について 〜

■還付対象の航空運賃種別と還付金額

対 象 路 線

航 空 運 賃 及 び 対 象 者 ( 片 道 )

離 島 割 引 運 賃
小 児 運 賃

身 体 障 が い 者

割 引 運 賃小 児 障 が い 者

宮 古 ー 那 覇 1,800 円 1,150 円 3,550 円 4,600 円

宮 古 ー 石 垣 1,200 円 750 円 2,400 円 3,050 円

※「先得割」「特割」等の運賃は還付請求対象外です。

　小児 (11 才以下 )・身体障がい者割引航空運賃が利用できる方は、航空運賃 ( 宮古ー那覇間、宮古ー

石垣間 ) の還付請求ができます。

※ 平成 29 年度分還付請求手続きは、平成 30 年 4 月 3 日 ( 火 ) で締め切ります。

なお、平成 30 年度分 ( 平成 30 年 4 月 1 日以降搭乗分 ) の受付は、平成 30 年 4 月 9 日 ( 月 ) から

開始します。ご理解とご協力をお願いします。

■対象期間：平成 29 年 4 月 1 日〜平成 30 年 3 月 31 日までの搭乗分

■請求に必要なもの

　 ①搭乗券原本 ②離島住民割引運賃カード ③還付金を振込む口座の通帳 ( 小児の場合は保護者 )

　 ④請求者の本人確認書類 ⑤障害者手帳、療育手帳 ⑥印鑑

■お問合せ：まちづくり振興班 ☎ 73-4905

「 宮 古 島 市 健 康 増 進 計 画 」

世代別キャッチフレーズが決定しました！

子供世代部門：「がんばろう　早ね 早起き　朝ご飯」( 西辺中学校 )

成人世代部門：「食べた分　歩いて減らそう　体脂肪」( 鏡原中学校 )

高 齢 者 部 門 ：「散歩ではぐくむ　心の健康　身体の健康」( 狩俣中学校 )

宮古島市健康増進計画とは？

　宮古島市健康増進計画は、平成 20 年度に第 1 次計画が策定され、平成 25 年度から第 2

次計画がスタートしています。平成 22 年度に県内最下位となった平均寿命の回復に向け、

宮古島市でも「宮古島市民行動指針〜平均寿命最下位脱出プロジェクト〜」を作成しました。

中学校生徒会を対象にキャッチフレーズを募集しました。

今後このキャッチフレーズは、市の健康イベントでの使用、

各小・中・高校や保育園等でも活用してもらうよう呼びかけ

て行きたいと考えています。

                        健康増進キャッチフレーズ表彰式の様子 (1 月 31 日 )

▲

《宮古島市民行動指針》

 ①健康診査を受診して、適切な指導を受ける

 ②肥満の解消

    ( 特に BM I が 27 を超えるような肥満の人は要注意 )

 ③適正飲酒を理解し実践する

　宮古島市民行動指針に沿って代表

団体が「各自でできる健康への取り

組み目標または指標＝ロードマッ

プ」を作成し、宮古島全体が健康な

島になるよう健康づくりに取り組ん

でいます。

〜 地域全体で見守ろう、犬の放し飼い 〜

犬の「放し飼い」しない！させない！
今年は戌年です。大事な飼い犬を守るためにも、リードで敷地内で
管理し、放し飼いをしないようにしましょう。

「放し飼い」による人への迷惑行為や被害、また犬へのリスクは？

 ①威
い か く

嚇　②咬傷事故　③不適切な排泄　④なわばりの拡大

 ⑤交通事故　⑥野犬の増加　⑦過酷な環境下　⑧家畜被害など

白鳥霊園の墓地区画を随時受付しています。購入希望・相談は環境衛生課までご連絡ください。

■お問合せ：環境衛生課 ☎ 75-5339

宮古島市子供の居場所運営事業による

「居場所型学習支援教室」のお知らせ
　宮古島市では、生活が困窮している子育て世帯の子どもに対して、

生活指導や軽食の提供、キャリア教育を行うための居場所型学習支援

                                  教室を平成 28 年 6 月より開所しています。

【居場所型学習支援教室の内容】

 
○

対象：生活保護世帯・準要保護世帯

　　       ＊上記２つに当てはまらない場合は、世帯状況を確認しながら判定

 
○

場所：宮古島市内

 
○

時間：下校〜 21 時の間 ( 月〜土 )

 
○

形式：居場所型学習支援 ( 軽食・送迎あり ) ＊送迎は要相談

【お問合せ】福祉政策課 ☎ 73-1981

生活困窮者支援制度について

支 援 事 業 名 事　業　内　容

自 立 相 談 支 援 事 業
相談支援員が相談を受けて解決策を一緒に考えたり、各専門機関へ

の紹介等を行うなど、自立に向けた支援を行います。

住 居 確 保 給 付 金 ＊
離職などにより住居を失った方、または失う恐れの高い方に対して就

職活動を条件に、一定期間、家賃相当額（当市基準）を支給致します。

一 時 生 活 支 援 事 業 ＊
住居を持たない方、または不安定な住居形態の方に、一定期間、宿

泊場所や衣食を提供致します。

子どもの学習支援事業＊
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、進学や中退防止に

関する支援、子どもと保護者の双方に必要な支援等を行います。

※一定の資産収入状況等の要件があります。

御　　礼
平成 29 年度赤十字活動資金 ( 社資 ) が、平成 30 年 1 月末現在で、5,089,800 円集りました。

赤十字活動に対する、市民・企業の皆様のご理解とご協力に感謝するとともに、今後とも赤十字

活動へのご支援をお願いします。           日本赤十字社沖縄県支部　宮古島市地区長　下地 敏彦


